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■平成２５年度第３回（第２１９回）都市経営戦略会議結果概要 

 

【日 時】 平成２５年８月２３日（金）  午前１０時１０分～午前１０時３５分 

 

【場 所】 政策会議室 

 

【出席者】 市長、小林副市長、木下副市長、教育長、審議監、政策局長、総務局長、 

行財政改革推進本部長、理事（秘書・総合調整担当）、総合政策監 

 

【議 題】（１）今後の「少年自然の家のあり方」について 

 

＜ 提 案 説 明 ＞ 

今後の「少年自然の家のあり方」について、教育委員会から次のような説明があっ

た。 

・ 平成２３年７月の都市経営戦略会議において、少年自然の家を舘岩に一本化する方

向で調整することが了承された。なお、その際、統廃合に伴う増改築については、

今後の児童生徒数の推移及び増改築規模等を精査すること等が指示された。 

・ 指示項目のうち、児童生徒数の推移については、国立社会保障・人口問題研究所に

よる人口推計値を基に、小学校５年生及び中学校２年生の人数を算出した。 

・ 舘岩少年自然の家の新館増築規模については、宿泊室数を２０部屋（２００人規模）

とした。これは、平成４７年度の中学２年生の生徒数を基準に設定した。なお、一

本化予定の平成３０年度に直近の平成３２年度の数値を使用しなかったのは、人口

減少を考慮し、増築規模を必要最小限とするためである。 

・ 増築の概要については、鉄筋コンクリート造２階建て、延べ床面積４，０００㎡で、

宿泊室のほかに食堂、浴室等を備えることを考えている。 

・ 今後のスケジュールについては、平成２６年度に調査・基本設計、平成２７年度に

実施設計、平成２８年度及び平成２９年度に増築工事を実施し、平成３０年度より

少年自然の家を舘岩に一本化することを予定している。 

 

＜ 意 見 等 ＞ 

・ 平成２３年７月の都市経営戦略会議から約２年経過しているが、その間に利用者、

教育現場、市議会、財政課など、各関係方面との調整を実施し、ぞれぞれの了解を

得られたという理解でよろしいか。 

→ そのとおりである。 

・ 平成２３年７月の都市経営戦略会議における増築規模はどの程度であったか。 

→ ３６部屋（３６０人規模）だった。今回は、人口推計及び入所する学校の組み合わ

せを工夫する等の検討した結果、２０部屋（２００人規模）としたところである。 

・ 食堂を新館、旧館にそれぞれ設置する理由は。 

→ 複数校が同時に入所し、特に中学生の生徒指導の観点から、新館、旧館それぞれに
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食堂を設置することとした。なお、調理場は１か所である。 

・ 旧館の耐用年数はあと何年あるのか。 

→ ２８年である。 

・ 平成３２年度の必要宿泊数の不足（４部屋）については工夫して対応するというこ

とだが、現在のさいたま市の人口は、推計人口と比較し上振れしているが、生徒数

が多くなってしまった場合も対応可能か。 

→ 新・旧館それぞれに入所する学校の順序・組合せを調整する等で対応可能である。 

・ 小学生、中学生の入所時期はいつなのか。 

→ 小学生は夏休み期間を除く５月～１０月、中学生は１月～３月である。 

・ 小学生、中学生の入所時期以外の期間はまったく利用していないのか。 

→ 現在、さいたま市の青少年団体や教職員の研修等に活用されているほか、福島県南

会津町の小中学校の宿泊学習や部活動に活用されている。また、東日本大震災の被

災児童向けの「ふくしまっ子体験活動応援事業」にも活用されている。 

→ 新館完成後は、現状に加えて、埼玉県・他市町村の少年団体等をより積極的に受け

入れるとともに、教職員研修の場として活用することにより施設の稼働率を上げた

いと考えている。 

・ 今後、他市町村からの教職員研修も受け入れるということだが、他の政令指定都市

の状況は。 

→ ３市（仙台市、浜松市、大阪市）で実施している。政令指定都市として、本市の特

徴ある教育活動を他市へ周知するという効果もあると考えている。 

・ 教育施設を他の目的に使用させて良いのか。 

→ 本市の小学生、中学生の利用を最優先とし、それ以外の空き期間の稼働率を上げる

ための取組として考えている。 

・ 増築にあたって民間活力の導入についてはどうなっているか。 

→ 民間活力の導入については、ＰＦＩ検討委員会における検討の結果、増築工事への

ＰＦＩ導入はしないこととなったが、新館及び旧館の維持管理業務に指定管理者制

度が導入できないか等、民間活力の導入について引き続き検討することとなってい

る。 

・ 稼働率の改善策として、一般団体に対し利用促進のためのＰＲをすることは大変有

効であると思うが、その際には食費等の実費以外にも使用料を徴収するべきではな

いか。 

→ 現在も一般利用の際には使用料を徴収しているが、今後さらに検討することとした

い。 

 

＜  結 果  ＞  

・ 教育委員会発議の、今後の「少年自然の家のあり方」については、原案のとおり了

承する。 

 

＜ 会 議 資 料 ＞ 

（資料）今後の「少年自然の家のあり方」について 


